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午前九時〇〇分開議 

○議長（髙野正君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足数

に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 お諮りします。 

 日程第１ 議案第１号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例について、日程第２ 議案第２号 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例については、同種の事件として一括議題に供したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（髙野正君） 異議なしと認めます。したがって、日程第１ 議案第１号、日程第

２ 議案第２号を一括議題とします。 

 ２件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第１号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例及び議案第２号 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例につきまして一括して細部説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告によるものでございまして、主な改正ですが３点ございます。 

 １点目は給料表の改正で、平均０．２％の引き上げでございます。月額４００円から

１,５００円の増加となります。 

 ２点目は勤勉手当の改正で、現行勤勉手当は年間１．８カ月のところを０．０５カ月引

き上げ、年間１．８５カ月とするものでございます。 

 ３点目は宿日直手当の改正で、勤務１回につき４，２００円を４，４００円とするもの

でございます。 

 お手元の新旧対照表もご参照ください。 

 議案第１号 議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に

つきましては、第５条第２項の改正は期末手当の改正で、年間の増減はございませんが、

６月に支給する場合においては「１００分の１２２．５」を「１００分の１３０」に、

１２月に支給する場合においては「１００分の１３７．５」を「１００分の１３０」とし、

６月と１２月の支給が均等になるよう配分するものでございます。 

 次に、議案第２号 美浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして

は、条例改正の本文が第１条と第２条の２つに分かれています。 

 第１条関係では、第２５条の改正は、宿日直手当について、勤務１回につき「４，２００

円」を「４，４００円」とするものでございます。なお、半日に相当する場合は「２，１００

円」が「２，２００円」となります。 

 第２７条第２項の改正は、平成３０年１２月の勤勉手当について０．０５カ月引き上げ

るもので、一般職員については「０．９カ月」を「０．９５カ月」に、再任用職員につい
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ては「０．４２５カ月」を「０．４７５カ月」とするものでございます。 

 第２７条第５項の改正は、勤勉手当の支給について、内容変更の改正ではなく、今回の

改正により読みかえ規定を明確に特定するための改正でございます。 

 別表第１の改正は給料表の改正で、若い職員では最大で月額１，５００円、級の高い職

員では４００円の増加となるものでございます。 

 第１条の規定のうち宿日直手当、給料表の改正は平成３０年４月１日にさかのぼって適

用し、勤勉手当の改正は平成３０年１２月１日から適用となります。 

 次に、第２条関係では、第２６条の改正は期末手当の改正で、年間の増減はございませ

んが、第２項の一般職員では、「６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５」を「１００分の１３０」とする

ものでございます。 

 第３項は、再任用職員についての期末手当の改正であります。一般職員、再任用職員と

もに、６月と１２月の支給が均等になるよう配分するものでございます。 

 第２７条第２項の改正は、平成３１年６月、１２月の勤勉手当の改正であります。第１

号の一般職員の改正は「１００分の９５」を「１００分の９２．５」に、第２号の再任用

職員の改正は「１００分の４７．５」を「１００分の４５」とするものでございます。 

 第２条の規定は、平成３１年４月１日から施行となります。 

 附則については、今ご説明いたしましたそれぞれの改正の適用日と内払いの規定でござ

います。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） ２件一括して質疑を行います。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） ささいな質問なんですけれども、人事院勧告云々という話がござ

いますけれども、結局夏と冬のボーナスを均衡にしようと、この理由は何ですか。どうい

う理由で結局今までの形が悪くて均衡にする必要があるんですか。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 まず、人事院勧告についてですが、国におきましては、人事院が毎年４月１日時点で民

間給与との較差を調査し、その差を埋めるために勧告を行うものでございます。また、人

事委員会を置かない市町村につきましては、都道府県人事委員会における調査結果を参考

としまして適切に対応を行うこととされております。よって、美浜町におきましても、勧

告に沿った内容で条例改正をお願いするものでございます。その中で、今回の改正内容が

人事院勧告のほうで勧告されましたので、当町の条例についても改正するものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） その仕組みはよくわかっているつもりです。ということは、今の
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課長の話を要約させてもらえば、民間は夏と冬のボーナスの較差がなくなっているという

そういう理解の仕方でいいんでしょうか。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 民間の夏と冬のボーナスの較差ということでございますけれども、そこまではちょっと

わかりません。あくまでも人事院勧告に沿った形で今回改正のほうをお願いするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第１号について討論を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） 続いて、議案第２号について討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１号について採決します。この採決は挙手によって行います。 

 議案第１号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第１号 議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第２号について採決します。この採決は挙手によって行います。 

 議案第２号について原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第２号 美浜町職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 日程第３ 議案第３号 美浜町地方活力向上地域における固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第３号 美浜町地方活力向上地域における固定資産税の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例につきまして細部説明を申し上げます。 

 この条例は、国の地域再生法第５条第１５項の規定により、和歌山県地方活力向上地域

特定業務施設整備プロジェクトが認定を受け、これによって本町の認定事業者に対し固定

資産税の特別措置を講じるために平成２８年３月に制定されたものでございます。 

 今般、地域再生法の改正により、地方交付税により減収補塡される期間を平成３２年３

月３１日まで２年間延長し、東京２３区からの本社機能を移転する移転型について、課税

免除をした場合にも、国から減収額の一部が交付税で補塡されることとなったため、現行

の不均一課税から３年間の課税免除に拡充いたしたく、当条例の関係部分の改正をお願い
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するものであります。 

 なお、現在、当町では当条例の特別措置に該当するケースはございません。 

 附則として、この条例は公布の日から施行いたします。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第３号 美浜町地方活力向上地域

における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。 

 日程第４ 議案第４号 平成３０年度美浜町一般会計補正予算（第６号）についてを議

題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第４号 平成３０年度美浜町一般会計補正予算（第６号）

につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８，３３８千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額を３８億２５，９８３千円とするものでございます。 

 最初に、全体的なものとして各科目において給料、職員手当等、共済費、退職手当負担

金の追加がございます。この追加は、給与条例の改正のところでお認めいただいた人事院

勧告による増加分、人事評価による増加分、共済費の標準報酬月額の変更等が主な要因で

ございます。また、超過勤務手当では、台風による職員の警戒体制や被害を受けたことに

よる業務の増加等により追加してございます。 

 まず４ページ、第２表は債務負担行為の追加でございまして、防災行政無線デジタル化

改修事業については実施設計や電波状況調査を行い、近畿総合通信局へ電波申請し、仮免

許の取得、また操作卓などの機器製作に約半年要します。また、その後、機器設置や屋外

子局設置、また戸別受信機の設置に至るまで約１年半を要することから債務負担行為をお

願いするものでございます。 

 ５ページ、第３表の地方債補正は、防災行政無線デジタル化改修事業に係る地方債の追

加でございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 
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 ９ページ、地方交付税、普通交付税９，６４２千円の減額は、財源調整によるものでご

ざいます。 

 分担金及び負担金、分担金、土木費分担金１２７千円の追加は、小規模がけ崩れ対策事

業と災害緊急がけ崩れ対策事業の地元負担金でございます。 

 国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金、社会福祉費負担金２，０６８千円の減額

は、国民健康保険保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。 

 国庫補助金、農林水産業費国庫補助金、農業費補助金、被災農業者向け経営体育成支援

事業補助金４，８７９千円の追加は、台風２０号、２１号で被害を受けた農業用倉庫等の

再建・修繕に対する補助金でございます。 

 県支出金、県負担金、民生費県負担金、社会福祉費負担金６，５５３千円の減額は、国

民健康保険保険基盤安定負担金の確定によるものでございます。 

 １１ページ、県補助金、民生費県補助金、児童福祉費補助金、紀州３人っ子施策補助金

１１３千円の追加は、認可外保育所等負担金の補助金でございます。 

 財産収入、財産運用収入、利子及び配当金４８２千円の追加は、各基金の利子の追加で

ございます。 

 寄附金、一般寄附金、ふるさと納税寄附金３０，０００千円の追加は、当初予算におい

て２０，０００千円予算計上していましたが、実績見込みにより追加するものでございま

す。 

 町債、消防債、緊急防災・減災事業債１，０００千円の追加は、防災行政無線デジタル

化改修事業に充当いたします。充当率１００％、交付税措置７０％でございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １３ページ、議会費８６千円の追加は、人事院勧告等によるものでございます。 

 総務費、総務管理費、一般管理費１９，９０３千円の追加は、人事院勧告等によるもの、

超過勤務手当では総務政策課・防災企画課・出納室の職員１３名分の追加、ふるさと納税

返礼及び事務手数料１８，０００千円の追加は、ふるさと納税寄附金の実績見込みにより

追加するものでございます。 

 青少年対策費６９千円の減額は、広域青少年補導センターへの負担金で、前年度繰越金

の確定によるものでございます。 

 地籍調査事業費の共済費１８１千円、賃金１，１８１千円の減額は、正職員で現場の立

ち会いなどを対応したことによる減額で、その減額分を補助金の関係で消耗品費に振替し

ています。 

 諸費２３３千円の減額は、御坊広域行政事務組合への負担金で、前年度繰越金の確定と

児童手当負担金の精算による償還金でございます。 

 １５ページ、財政調整基金費４８０千円の追加は、利子の積立金でございます。 

 高齢者福祉基金費１千円の追加は、利子の積立金でございます。 

 徴税費、税務総務費１，７３６千円の減額は、職員の休職、人事院勧告等によるもので
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ございます。 

 戸籍住民基本台帳費７８千円の追加は、人事院勧告等によるものでございます。 

 １７ページ、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費１０，７７４千円の減額は、人事院

勧告等によるもの、国民健康保険特別会計への繰出金の減額によるものでございます。 

 国民年金費１７０千円の減額は、人事院勧告等による追加がございますが、超過勤務手

当の減額によるものでございます。 

 老人福祉費４，０５６千円の追加は、人事院勧告等による追加と各特別会計への繰出金

によるものでございます。 

 １９ページ、心身障害者福祉費１１８千円の追加は、人事院勧告等の追加と障害者給付

審査会費分担金は、審査会に依頼する利用者の増加によるものでございます。 

 地域包括支援センター運営費１，３０５千円の追加は、人事院勧告等の追加、超過勤務

手当は職員５名分の追加でございます。 

 児童福祉費、児童福祉施設費９０２千円の追加は、入所人員の増による広域入所負担金

の追加、第２子・３子の保育事業の増による認可外保育所等負担金の追加でございます。 

 児童措置費１０３千円の追加は、人事院勧告等の追加と超過勤務手当の追加でございま

す。 

 ２１ページ、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費４２５千円の追加は、人事院勧告等

の追加、台風２０号により若野頭首工施設が被害を受けたことによる水道会計への出資金

の追加でございます。 

 墓地基金費１千円の追加は、利子の積立金でございます。 

 清掃費、塵芥処理費２，９３１千円の減額は、清掃センター負担金で、前年度繰越金の

確定によるものでございます。 

 し尿処理費１，６５３千円の減額は、クリーンセンター負担金で、前年度繰越金の確定

によるものでございます。 

 農林水産業費、農業費、農業委員会費１５８千円の追加、２３ページ、農業総務費

４５２千円の追加は、人事院勧告等の追加と超過勤務手当の追加でございます。 

 農業振興費の野菜花き産地総合支援事業補助金２，９６２千円、生活営農資金利子補給

金８千円、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金４，８７９千円の追加は、台風２０

号、２１号により被害を受けた農業用倉庫・パイプハウス等への再建・修繕に対する補助

金等でございます。 

 農地費１，２４７千円の追加は、日高川土地改良区への土地改良施設維持管理適正化事

業負担金２５千円、土地改良施設維持管理適正化事業拠出金２４１千円の追加、台風２０

号により若野頭首工における護床ブロックが被害を受けたことによる負担金４６６千円と

農業集落排水事業特別会計への繰出金５１５千円の追加でございます。 

 水産業費、水産業振興費１８千円の減額は、人事院勧告等によるもの、工事請負費の日

高港西川地区漁船係留施設整備１，８２９千円の減額については、その執行残を事業の進



平成３０年美浜町議会第４回定例会（第３日） 

61 

 

捗を早めるために需用費と委託料へ振りかえるものでございます。 

 ２５ページ、土木費、土木管理費、土木総務費３，２９３千円の減額は、職員の育休に

よる減額、超過勤務手当の追加、人事院勧告等によるものでございます。 

 道路橋梁費、道路橋梁総務費１５０千円の追加は、防犯灯の修繕費の追加でございます。 

 道路新設改良費１３４千円の追加は、人事院勧告等と超過勤務手当の追加、工事請負費

の社会資本整備総合交付金事業６，５００千円の減額については、本ノ脇橋ほか橋梁補修

工事に要する費用の残額をもって、例古橋など３橋の補修設計を実施するため、委託料へ

の振替を行うものでございます。 

 ２７ページ、河川海岸費、砂防費は、県営事業で小規模がけ崩れ対策事業６０千円、災

害緊急がけ崩れ対策事業４５０千円の追加でございます。 

 都市計画費、下水道費７千円は、公共下水道事業特別会計への繰出金でございます。 

 消防費、災害対策費１，０００千円の追加は、防災行政無線デジタル化改修事業の追加

で、総務省の無線規格改正により現在のアナログが平成３４年１１月までしか使用できま

せんので、デジタル化に改修するものでございます。 

 教育費、教育総務費、事務局費１３６千円の減額は、人事院勧告等と扶養手当の減額に

よるものでございます。 

 ２９ページ、こども園費、ひまわりこども園費２２０千円の追加は、人事院勧告等によ

るものでございます。 

 社会教育費、社会教育総務費７千円の減額は、人事院勧告等と児童手当の減額によるも

のでございます。 

 図書館費１７３千円の追加は、臨時職員１名が健康保険と厚生年金の資格対象者である

ことが判明したことにより保険料の追加でございます。 

 以上で歳出の補正についてご説明申し上げました。 

 添付資料といたしまして、給与費明細書、地方債の現在高の見込に関する調書を添付い

たしましたので、ごらんいただきたいと思います。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） まず、４ページの債務負担行為の補正なんですけれども、たしか

国のほうでデジタル化云々という話をされていたような気もするんですけれども、先ほど

副町長の細部説明によりますと、３２年までかかるというようなことですけれども、４億

６９，０００千円といったらすごい大きなお金でございます。何ゆえデジタル化する必要

があるのかということをちょっと私、理解できかねますので、広域消防のほうでもこうい

う話がございましたが、デジタル化にする必要というのはどういうところにあるのか、

ちょっとご説明をお願いできますか。 

○議長（髙野正君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（大星好史君） お答えいたします。 
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 まず、美浜町の防災行政無線ですけれども、昭和５７年４月にアナログ方式により採用、

運用を開始しております。既に３５年以上経過しておりますけれども、当然老朽化があっ

たり、故障した場合の部品の交換、調達も困難となっているような状況でございます。さ

らに、無線設備の規則の改正に伴い新しい規格となりますので、デジタル化を進めるとい

うことでございます。というのは、今いろいろな電波が飛び交っております。その中に無

駄な電波がたくさんあると、そういうようなことで、それを整理するために、わかりやす

くいうと、それを整理するために美浜町は近畿通信局のほうで資格をいただいて、そのヘ

ルツ帯周辺を使用して電波を発生すると、無線を発生するというようなことになりますの

で、国のほうも平成３４年１１月までしかこのアナログ方式は使えないということになり

ますので、それにあわせてデジタル化に改修するということでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ２番、谷議員。 

○２番（谷重幸君） ちょっと参考までに、今回の被災農業者向け経営体育成支援事業補

助金、この内容にどうこう言うつもりはないんですが、例えば今回の台風を受けて、ほか

の産業に特別にこういった補助がつくんだとか、例えば町でいうたら、公共施設を直すの

にここで措置がつくんだとか、そういったほかのことというのはあるのかどうかというの

をちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） まず、農業面につきましては、ご質問にありましたとこ

ろの被災農業者向け経営体育成支援事業補助金でございます。また、県単事業といたしま

して、野菜花き産地総合支援事業補助金がございます。３つ目に、生活営農資金利子補給

金ということで無利子の利子補給制度というのがございます。さらに、商工部門におきま

しては、地域企業等事業再開支援事業補助金というのがございまして、これにつきまして

は県が１０分の１、事業者の方が１０分の９というそういう制度もございます。この商工

の関係の補助金にございましては、町内の事業者の方が１件、申請を行っていると県から

報告を受けてございます。また、さらにこの補助金につきましては、農業・漁業者の方は

対象になりませんけれども、紀州日高漁協美浜町支所、それから三尾漁業協同組合の施設

の修繕に対しても活用するというふうに今、聞いているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 交付税措置がつくのかどうかということでございますけれども、先日も和歌山県のほう

からなんですが、特別交付税についてということで、台風関係の被害が幾らいったんかと

いうところで調査がありました。それによりまして、今後は特別交付税の３月交付分のほ

うで算定される予定でございます。 

 以上でございます。 
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○議長（髙野正君） ２番、谷議員。 

○２番（谷重幸君） 本当に特交で返ってくればいいんですけれども、不安なところもご

ざいます。 

 ちょっともうついでに、図書館費のところで、健康保険、それから厚生年金保険料の対

象者であることが判明したというのがちょっと違和感があったんですが、そのあたりの経

緯というのを教えていただきたいと思います。 

○議長（髙野正君） 教育課長。 

○教育課長（太田康之君） お答えします。 

 まず、常勤職員の労働時間及び労働日数という定義があるんですが、そのうちの４分の

３というのが常勤職員と同じ、４分の３を働いたということになると、社会保険料がか

かってくるという定義があります。その中で、うちの場合は図書館の臨時職員は５日のう

ちの３日間の勤務ということで５分の３ということで、その条件にはかからないと思って

おりました。ただ、その中で、これまたちょっと法律の改正とかいろいろいうのがあった

んですが、まずその要件に該当するということの中で、週の所定時間が２０時間以上であ

ることとそれと雇用期間が１年以上が見込まれること、３つ目として、賃金の月額が８８

千円以上というようなこの要件が出てきました。その場合であれば、この要件に沿うと、

たとえ４分の３以下であったとしても、社会保険料がかかってくるというような形になっ

たということをうちのほうが全く知らなかったというところでありました。ただ、これは

年金機構のほうからちょっと調査が入りまして、それを調べたところ、これは該当すると

いうことで言われました。それで今回こういう形で補正するような形になったということ

です。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ５番、龍神議員。 

○５番（龍神初美君） 先ほどのこの前の谷議員の農業の補助金の件の関連でちょっとお

願いします。この補助金を出すことに対しては、私は別に何も谷議員と同じで、何も言う

ことはないんです。国とか県とか、みんな補助金を出している分については別に何も言う

ことじゃないんですけれども、私、気になっているのは、この前の２０号や２１号、かな

り大きな台風だということで前から言われていて、農業者の経営者の人たちも被害を最小

にするように、やっぱり最善のことを尽くしてくれていて、それで当たって壊れるという

んだったら私も納得します。というか、自分も農家をやっていたのでよくわかるんですけ

れども、でもこの産業建設課からいただいた資料を見ていて、これを見ていますと、ハウ

ス、やっぱりナイロンを張っているんですよね。そしたら、私たち、やっていた者とした

ら、台風が来るんだったら、いくら中にあっても、もったいないと思ってもビニールをと

るんですけれども、これは今は手が足りないから全てできないということも十分わかって

いるんですけれども、ある程度、今後のことなんですけれども、こういうのもある程度の

対策を頑張ってしていただけることをやっぱり希望します。それで補助金、これはしよう
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がないなといって出すんだったら、私も本当にみんなが努力してもこれは天災やというの

もわかるんですけれども、その辺、課長としてどのようなお考えをお持ちですか。ちょっ

とお聞かせください。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） 十分、龍神議員のお気持ちも理解できるところでござい

ます。私ども農業委員会の会議とか、またその他の農業者の団体の会議等への際には、町

として今回の復旧費用に対しては、これぐらいの経費がやっぱり出ていますと、そういう

ようなお話をする中で、また早目の台風対策についても心がけてくださいと、そのような

話もしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ６番、繁田議員。 

○６番（繁田拓治君） １２ページと１４ページ、ふるさと納税についてお尋ねいたしま

す。先日からいろいろニュースを聞いておりますと、宮崎県なんかで３つの自治体で偽の

サイトが見つかったという報道がされております。この中身については返礼品が紹介され、

寄附額を横棒で消して二、三割程度低い金額が書かれていて、その現金の振り込みを求め

ると、そういったような類のもので、この偽サイトの特徴として、正規の給付金額の割引

を宣伝文句にしていたり、振り込み先が個人の名義になっていたりして、これは宮崎県以

外ではなくて、福岡だとか、大分だとか、香川とか、そういったところを含め、全国各地

で見つかっていると。返礼品が届かないと連絡を受けた自治体もあるということなんです

が、年末は納税の寄附がふえる時期でありますので、各自治体に注意を呼びかけていると

いうことなんですけれども、本町ではどんなものですか。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 返礼品についてでございますが、当町のふるさと納税の返礼品についてですけれども、

主にネット業者を通じて返礼品をしているところでございます。そういった中で、寄附さ

れた方から届かないとか、そういったことは今までも私自身は聞いてはございません。と

いうところで、順調にその辺については、ふるさと納税についてはいっているのかなと

思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ６番、繁田議員。 

○６番（繁田拓治君） 今までだったら電話とか、そんなような連絡であったんですが、

最近はほとんどこのホームページで公式の取り扱いサイト、そういったものから利用して

いただくようになると思うんですけれども、こういったことについても、なかなか取り締

まりが難しいらしいです。そういう偽物を見つけるというのは非常に難しいということで、

せっかく美浜町に寄附をしてやろうという方ができて、こういうものにひっかかったりす

ると非常に申しわけないような気もいたしますので、ここも言ったようなサイトに入って



平成３０年美浜町議会第４回定例会（第３日） 

65 

 

いくときに、そのサイトに入る方法というんですか、これについても僕らも余りわからな

いんですが、非常に難しい、偽物であるかというのを判断するのは非常に難しいとされて

おりますので、ここら辺につきましてもまた今後工夫していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○議長（髙野正君） ７番、鈴川議員。 

○７番（鈴川基次君） １１ページに今回のあれで３０，０００千円、ふるさと納税の補

正が出ていますけれども、町としてふるさと納税の額の増額に向けていろいろ努力され

ている一つの成果だと思うんですけれども、この３０，０００千円というのは現時点で

３０，０００千円アップしているのか、ただまだあと来年の３月まであるわけですから、

それを見越して、今は二千何百万円やけれども、見越してしているのか、この３０，０００

千円の根拠を一つ、それとこのふえた原因、大口が何件かあって３０，０００千円近く

アップになったのか、いわゆる小口、１０千円、２０千円の人がたくさん寄附してくれた

のでこれだけふえたのか、そこらあたり、ふえたことはふえたと思うんですが、件数も、

思うんだけれども、一番の要因はどういうところにあるのかということがもしわかったら

お願いします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 まず、昨年度の１１月末現在でございますが、それでいきますと、件数でいきますと

９０件、金額でいきますと２，４７５千円でございました。今年度、平成３０年１１月末

現在におきましては７３０件、金額でいきますと２７，７４８千円となっているところで

ございます。そういったことの中で、ふるさと納税につきましては１２月にピークを迎え

るというところで、あくまでも過大見積もりにはならないようには注意しているんですけ

れども、実績見込みということで３０，０００千円の増額補正をさせていただいていると

ころでございます。 

 それと、ふえた要因についてなんですが、これも昨年度の１１月末現在ですけれども、

返礼品の数なんですが、昨年度は３０件でした。今年度１１月末現在でいきますと１１７

件というところで、返礼品の増加、拡大というところが主な要因であると思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今、鈴川議員が聞いてくれたことで、大体主な部分は聞いていた

だけたんですけれども、以前、私自身、ふるさと納税というシステムが余りいい税金のシ

ステムやないと以前からここで言っております。でも取ったもの勝ちなので早くせえと、

現実にこれだけの金額が上がってくるんだったら、当初するべきやと言うたときに取り組

んでいたらもっと税収はあったのになと、まず一言。 

 それで、ことし、年末にどっとふえてくるので３０，０００千円、ここで補正を組みま

した、当初が２０，０００千円のものが後から３０，０００千円補正を組むということは
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予想を超える応募があったという理解になります。最終的にどれくらいまでいけるのかな

と。５０，０００千円あるというなら５０，０００千円ぐらいはいただけるやろうと予想

をしておられるんやと思うけれども、いや、もしかしたら５０，０００千円超えるのかな

と、そういう率直なお気持ちをひとつお答えいただきたい。 

 それから、返礼品のほうも１８，０００千円という話ですけれども、最終的にプラスマ

イナス幾らぐらいの税収になるのかなというのもちょっとお聞かせください。 

 それと、国のほうもこのふるさと納税が過熱するということに気づきまして、余り高額

な返礼品はやめましょうとか、いろいろ報道されております。その中に、町内で生産され

ていない、そこの自治体で生産されていないものを外すべきやというような話も実際問題

出ていると思います。ネットの業者にお願いしておいたら、ネットを見てみたら、余り美

浜町に生産されていないようなそういうものがございます。そんなことを言われたら、こ

んな小さな自治体、自分のところ以外のものはあかんでといったら物すごく不利になるな

とも思っているんですけれども、それがふるさと納税のシステムの、こんな混乱してくる

でと言いたくなるところなんですけれども、そこら辺、政府がこれくらいの金額までにし

てくださいよ、またこういう品物にしてくださいよという中に、うちのところは十分該当

していけるのかなと。これからもどんどんやっていってほしいんですけれども、いけるの

かなと、その見通しのほうもちょっとご答弁願えたらと思います。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 前回の９月議会のときに北村議員からの一般質問がございました。そのときに町として

の目標額は幾らぐらいかというご質問でございました。そのときには、そのときも今もそ

うなんですけれども、町としては１億円を目指しているというところでございます。 

 ２点目の実際の収入は幾らぐらいあるのかというところでございますけれども、今回の

補正後の金額でいきますと、補正後が５０，０００千円というところでございます。それ

でいくと、実際の実質収入におきましては２２，５００千円が町としての実質収入となる

予定でございます。 

 それと、返礼品の地場産業はどうかというところでございます。なかなか町内での地場

産業というのは難しいところでございます。県のほうからも、そういったところで調査

等々、国のほうからもあるわけなんですけれども、町としましては、日高管内で地場産業

というところを位置づけて返礼品をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 目標１億円ということは非常に頑張っていただきたいと思います。

ご苦労でございます。ただ、日高管内なら許されるというのは課長の考えというのか、県

の方針なのか、いや、国もそのことは許しておりますよというそういうそこら辺の理解の

仕方はどう認識したらいいのか、ちょっとお示しいただけたらと思います。 
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○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 ふるさと納税についての返礼品につきましては、毎回調査のほう等ございます。そのと

きにおきましても、当町の返礼品については日高管内で県のほうにも報告しているところ

でございます。県のほうは国のほうでヒアリングのほうを受けているところでございまし

て、現時点におきましては返礼品についての指摘等はございません。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １５ページ、１６ページの税務総務費のところで、ご説明で

は、この減額が休職があったという説明があったんですけれども、そういう休職の人が出

るというのは労働環境に問題があるのかどうかということと、それからこれからまた税務

というのは忙しくなるのに、休職した人員の補充というのはどういうふうになっているの

かということをお聞きします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 まず、税務課の休職についてなんですが、人員の補充ですけれども、１０月１日現在で

人事異動のほうを行っております。出納の職員が税務課のほうに兼務辞令ということで発

令のほうをしているところでございます。 

 労働環境云々というふうな話ですけれども、その辺につきましても、当町のほうでは労

働環境のほうも守っていきたいなというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） １０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） わかりました。補充は出納からということで、ほんなら出納

がまた忙しなるん違うかなと思うんですけれども、できるだけ総務課長が言われたように、

長時間とか過密労働の中で休職ということがもしか起こったんだったら、そういうことの

ないように職場の働きやすさというのを守っていただきたいと思います。 

○議長（髙野正君） 質疑でありますので、皆様にご注意を申し上げます。質問をしてく

ださいね。意見交換の場ではございませんので。８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） ２６ページの社会資本整備総合交付金事業でこの資料をいただいて

いる例古橋、高橋、勘吉橋、３橋の補修設計をされるということなんですが、現状これ例

えばこの例古橋なんか、欄干防護柵、ばきっと折れているような状況なんですけれども、

現状はこの３橋とも現在は使われているのか、まず使われていないのか、一旦通行どめに

しているのか、その辺ちょっと教えてください。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） この３橋につきましては、現在普通に通行させていると

ころでございます。 
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 今回の補正なんですけれども、橋梁につきましては５年に１回定期点検を行って、その

点検結果に基づいて判定を出すと。全く問題なし、それから５年間の経過観察、それから

次の点検までの５年以内に修繕を施すこと、さらに一番ひどいのは即時通行どめを行うと

いうところでございます。今回の３橋につきましては、そういうことで平成２８年に橋梁

の全橋点検を行いました。その点検結果に基づいて平成３０年度において町内の４橋の修

繕工事を行います。次の点検につきましては平成３３年度、その点検結果に基づいて国へ

予算要求をして、実際修繕工事を行うのが平成３５年度というローテーションで今考えて

ございます。しかしながら、今回のこの例古橋ほか２橋、これにつきましては次の点検で

は恐らく確実に修繕しなさいという結果が出ると担当課では判断しているところでござい

ますので、今の執行残をもってまずは補修設計を行い、来年国へ予算要求を行って平成

３２年度に国の補助金を使って修繕工事を行いたいという前倒しで行うものでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ８番、谷口議員。 

○８番（谷口徹君） わかりました。前倒しでどんどんこういう危険になるであろう橋に

手をつけていくというのは非常に大切なことだと思いますのでやっていただきたいんです

が、例えばこの例古橋の一部破断の箇所なんか、今これはそのまま放置していた状態なの

か、例えばこういうのを子どもさんなんか、手すりみたいなんこんなん持って歩いたりす

るときもあると思うんですけれども、このままだと多分指切ったとか何とかというような

そういうけがにもつながってくるんじゃないんかなと感じるんですけれども、こういうの

は一部そういうさわったらだめよみたいな何かをつけているとか、そういう対策というか、

措置はされておるんでしょうか。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） 直ちに応急的な安全対策を施させていただきます。失礼

いたしました。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 関連して質問します。２５、２６ページの例古橋云々の話ですけ

れども、先ほどの詳細説明にもよりますと、委託料にしたと、工事請負費が委託料に変

わったと。２８節の中で一つ一つ定義があると思いますけれども、当初何ゆえ、普通の感

覚から考えましたら、設計も含めて工事請負費のほうへ組んで委託料、これ最初から設計

だけを言うのなら当然委託料のほうへ組み込んで、工事請負費のほうへ予算を組むという

のがおかしいと思いますし、またそこら辺、先ほどの説明の中で１つ前の２３ページ、

２４ページの水産振興事業の中でも委託料と工事請負費、同額ではありませんけれども、

これちょっと片方が減額して、これも何か振替云々というような説明をされたように思い

ます。今ひとつ、同じように振替の部分なので伺っておきますけれども、ごめんなさい、

１３ページ、１４ページの地籍調査の中で一般賃金で組まれていたものをたしか、ここ

ちょっと僕も聞き漏らしたんですけれども、一般賃金でしたものを消耗品のほうへ、需用
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費のほうへ振りかえたと、これどうもちょっとそういう振替ができるというのか、理由が

正しかったらできるのは当然なんですけれども、どういうことで今ごろになってそんな振

替が出てきたんかということをちょっと説明をお願いいたします。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） まず、道路の面の６，５００千円の工事請負費から委託

料への振替でございます。当初、工事請負費のほうで本ノ脇橋ほか３橋の橋梁修繕工事と

いうのが計画では１４，０００千円ということで当初予算を編成しておりました。現在発

注したところ、そこで５，２５０千円ぐらいの執行残が発生いたしました。補助事業では

採択されている、補助金の総額の枠の中では採択されていますので、その執行残をもって

橋梁補修設計を前倒しで実施してというシステムでございます。 

 続きまして、水産業振興費の工事請負費から委託料への振替でございます。これにつき

ましては日高港の西側地区、漁船係留施設整備事業につきましては、県へ委託して県のほ

うで工事を行っていただいているというものでございます。ただ、一部、倉庫の解体工事

ということで、これについては町で発注して町で行うというところで５，２００千円当初

予算で予算を計上していたところでございますが、現在解体工事も完了し、そこで発生し

た執行残が２，９４５千円ほど余ってございます。これをもって、すみません、申しわけ

ございませんでした。その工事のところでマイナス１，８２９千円、執行残が発生しまし

たので、この１，８２９千円のうち１，５５５千円を委託料へ振りかえて、それで和歌山

県さんとの協定書を増額変更いたしたいと、そういうものでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 

 地籍調査事業の今回の補正につきましては、賃金と共済費では、正職員で現場の立ち会

いなどを対応したことによりまして臨時職員の賃金の減額で、その減額分を消耗品費に振

替を行ってございます。地籍調査につきましては国２分の１、県４分の１の補助事業でご

ざいまして、和歌山県は毎年度、国に対して和歌山県の予算枠の確保のために国に強く要

望のほうをしているところでございます。今回のこの補正についてなんですが、国や県の

補助金を減額することなく歳出の振替のほうで対応したものでございます。ご理解願いた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） この超過勤務手当なんですけれども、２５ページ、２６ページの

土木管理費の中での超過勤務手当、何を言いたいかというと、先ほどの中西議員の質問に

もありましたように、１２月にきて３００千円超過勤務手当を上乗せしてくるというたら、

もともと現額が幾らだったのかちょっと私、わかりかねますけれども、ちょっとここにき

て大きな何があるか、何か理由があるのかなと。なぜ聞くかという意見もちゃんと言って
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おきますけれども、どうも役場の中を見渡したら、産業建設課がいつまでも夜遅くまで電

気がついているような気もいたしますので伺います。 

○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） お答えさせていただきます。 

 毎年、梅雨の時期の大雨での警戒、それから台風の時期には警報発令とともに参集とい

うことで産業建設課、基本的には警報が発令すると全員参集という体制をとらせていただ

いています。一例を挙げますと、ある１人の職員でございますが、例えば６月の時期に

そういう災害の関係で５時間、７月には３時間、８月１５時間、９月３１時間、１０月

６．５時間というような状況でございます。この方、そういう関係で今まで６０時間ぐら

い超過勤務手当を命令してございます。そういうことで、そういう台風とかの待機、警戒、

その後の復旧作業まで含めまして４０数時間から６０時間ぐらいまでことしは出勤させて

ございます。トータルいたしますと、私以下９名ほどございますので、そういったところ

で農業委員会費から道路橋梁新設改良費まで今回増額の予算を上程させていただいたとい

うところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） ちょっとここら辺についてどんなに、きちんと聞いておくべきと

思うので、心残りないように質問します。聞いておくべきやなと思うんですけれども、例

えば２３ページ、２４ページの農地費の中で、土地改良区の管理適正化事業云々と、負担

金、拠出金というのがございます。それから、先ほど話題になりました補助金というのが

ございます。何を言いたいかというと、国のほうが財政に行き詰まってまいりますと、ど

うしても県のほうへ負担をかけてきます。県のほうもしんどなってくると自治体のほうへ

電話がかかってきます。こういうどんなこれから予算でも、将来、この補助金、負担金、

拠出金というのがどんどん増額してくる傾向にあるように聞いております。そんな中でで

すけれども、ここの町にしてみたら、負担金、拠出金をお願いしますと言われたら、嫌だ

とは言えない立場にあると思うんです。でもこの負担金、拠出金というものが増額してく

る、将来、今だけじゃなしに、そういうものに対する認識というのは、例えばこれ町長に

お伺いしたいという部分もあるんです。例えばある団体がこれだけの負担金をお願いしま

す、補助金をお願いします、そのときにその団体がどれだけ計画をもってこれに対応した

金額かというような視点というのは絶対失うたら、何せやっていて困ったらこうなっては

いかんので、そこら辺ちょっと難しい質問なんですけれども、将来のためにも、この負担

金、拠出金、補助金というものに対する認識というようなものについて、総務課長にとい

うのもちょっと気の毒な気もするので、もし総務課長がしんどかったら町長のほうからお

答え願えたらと思います。一言お願いいたします。 

○議長（髙野正君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（野田佳秀君） お答えいたします。 
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 まず、当町には美浜町行政改革の実施計画がございます。その中の項目で事務事業等の

見直しがございまして、その実施項目で町単独補助金等の合理化というところもございま

す。この町単独補助金についてなんですけれども、先日なんですが、全課を対象としまし

て、この町単独補助金について調査のほうを行っているところでございます。その調査を

もとに、担当課としましたら、来年度の予算査定の中でヒアリング等を行っていきたいと

いうところでございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今の課長のご答弁で十分に考えております。ただ、一言、課長、

これ忠告として申し上げたいんですけれども、私、議員としてこういう発言をさせてもら

う立場にある、逆に農家として本当に成果が上がった補助金なのか、上がってもいないの

に出てくる補助金なのかということは、逆の立場からしたら、本当によく見えます。何を

言いたいのかというと、成果、いつも言うＰＤＣＡじゃないけれども、その補助金がどれ

だけの成果を、要するに皆さん方の目的をどれだけ満足させているのか、よく見抜いてく

ださい。随分まだばらついていることがあると思います。したがいまして、課長が今、調

査しているということを非常に僕、結構なことだと思います。その上がってきたものを

しっかり見ていただきたいなと思いますので、ひとつよろしくお願いしておきます。 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第４号 平成３０年度美浜町一般

会計補正予算（第６号）については、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

 再開は１０時２５分です。 

午前十時一〇分休憩 

   ―――・――― 

午前十時二十五分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 日程第５ 議案第５号 平成３０年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第５号 平成３０年度美浜町国民健康保険特別会計補正予
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算（第２号）につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ９５，６７８千円を追加し、補正

後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０億７３，４２１千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、県支出金、県補助金、保険給付費等交付金９４，３３７千円の追加は、歳出

の保険給付費の全額、和歌山県から普通交付金として交付されるものでございます。 

 繰入金、一般会計繰入金１１，０２５千円の減額は、保険基盤安定繰入金の確定と人事

院勧告等による人件費の繰入金でございます。 

 繰越金、前年度繰越金１２，３６６千円の追加は、財源調整によるものでございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費４６９千円の追加は、人事院勧告等と扶養

手当、児童手当の追加によるものでございます。 

 保険給付費、療養諸費、一般被保険者療養給付費７８，６８４千円の追加は、入院患者

の増と７０歳以上の医療費の増により一般被保険者療養給付費の追加でございます。 

 高額療養費、一般被保険者高額療養費１５，６５３千円の追加も、入院患者の増と７０

歳以上の医療費の増により一般被保険者高額療養費の追加でございます。 

 １０ページ、保健事業費、特定健康診査等事業費８７２千円の追加は、実績見込みによ

る追加でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。４番、北村議員。 

○４番（北村龍二君） 自分自身も国保なんですけれども、今回も今のところ高いという

か、県下でもトップクラスの国保税ということなんですが、今後、来年度もどんな感じに

なるかというのを見込みで結構なので教えていただけますか。 

○議長（髙野正君） 税務課長。 

○税務課長（谷輪亮文君） 北村議員にお答えいたします。 

 国民健康保険、ことし税率を下げまして、昨年まで上位３番目ぐらいまでに入っておっ

たんですけれども、今現在、真ん中より少し下のほうの状況となってございます。来年の

ことですけれども、まだちょっと県からの納付金の率とかがまだ示されてございませんの

で、現在お答えをちょっと控えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 
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 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第５号 平成３０年度美浜町国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第６ 議案第６号 平成３０年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第６号 平成３０年度美浜町農業集落排水事業特別会計補

正予算（第２号）につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ５１６千円を追加し、補正後の歳

入歳出予算の総額を７６，４２２千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、繰入金、一般会計繰入金５１５千円の追加は、人事院勧告等による人件費の

繰入金でございます。 

 財産収入、財産運用収入、利子及び配当金１千円の追加は、農業集落排水事業基金の利

子の追加でございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、施設管理費５１５千円の追加は、人事院勧告等と超過

勤務手当の追加によるものでございます。 

 基金積立金、農業集落排水事業基金積立金１千円の追加は、利子の積立金でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第６号 平成３０年度美浜町農業

集落排水事業特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第７ 議案第７号 平成３０年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 
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○副町長（笠野和男君） 議案第７号 平成３０年度美浜町公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ７千円を追加し、補正後の歳入歳

出予算の総額を１億７８，５０４千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、繰入金、一般会計繰入金７千円の追加は、人事院勧告等による人件費の繰入

金でございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費７千円の追加は、人事院勧告等によるもの

でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第７号 平成３０年度美浜町公共

下水道事業特別会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第８号 平成３０年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第８号 平成３０年度美浜町介護保険特別会計補正予算

（第４号）につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，８６５千円を追加し、補正後

の歳入歳出予算の総額を８億３３，６７９千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、国庫支出金、国庫補助金、調整交付金１３６千円の追加は、地域支援事業の

現年度調整交付金でございます。 

 介護保険事業費補助金８３０千円の追加は、当初予算でお認めいただいたプログラム修

正料の補助金が内示を受けたことによるものでございます。 

 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）３６４千円の追加、支払基金

交付金、地域支援事業支援交付金４９１千円の追加、県支出金、県補助金、地域支援事業
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交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）２２７千円の追加は、地域支援事業の現年度

交付金でございます。 

 財産収入、財産運用収入、利子及び配当金１８千円の追加は、介護給付費準備基金の利

子の追加でございます。 

 ８ページ、繰入金、一般会計繰入金２０１千円の減額は、事務費繰入金の減額と地域支

援事業繰入金の追加でございます。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 １０ページ、総務費、総務管理費、一般管理費２９千円の追加は、人事院勧告等による

人件費の補正と御坊広域行政事務組合への負担金は、前年度繰越金の確定によるものでご

ざいます。 

 地域支援事業費、介護予防・生活支援サービス事業費１，８１８千円の追加は、実績見

込みにより高額介護予防サービス費相当事業１８千円、訪問型・通所型サービス１，８００

千円の追加でございます。 

 基金積立金、介護給付費準備基金積立金１８千円の追加は、利子の積立金でございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。１０番、中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） １０ページ、１１ページの訪問型・通所型サービス、これ

１，８００千円の増になっておりますが、これはこの総合事業の中でこういう訪問型・通

所型サービスが非常にふえているということなんでしょうかということをお願いします。 

○議長（髙野正君） 福祉保険課長。 

○福祉保険課長（中村幸嗣君） お答えします。 

 この予算につきましては、要支援者と認定された方のヘルプサービスであったり、デイ

サービスであったりの費用でございますが、件数的には昨年度に比べたらふえています。

というのは、総合事業に振りかわってきたというところがありまして、今年度の予算につ

いても、そういったことも含んだ上で予算を見込んでおったんですが、当初の予算よりも、

予算の計上の見込みの金額よりも、実績から見ましたらちょっと予算よりは超えてきそう

な実績状況であったので、今回補正させていただいた次第でございます。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 
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○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第８号 平成３０年度美浜町介護

保険特別会計補正予算（第４号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第９ 議案第９号 平成３０年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第９号 平成３０年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）につきまして細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ３，９９８千円を追加し、補正後

の歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億１８，２０７千円とするものでございます。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 ６ページ、繰入金、一般会計繰入金３，９９８千円の追加は、事務費繰入金でございま

す。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 ８ページ、総務費、総務管理費、一般管理費２４６千円の追加は、人事院勧告等による

人件費の補正でございます。 

 諸支出金、償還金及び還付加算金、償還金３，７５２千円の追加は、過年度分療養給付

費負担金償還金の精算に伴うものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第９号 平成３０年度美浜町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第２号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１０ 議案第１０号 平成３０年度美浜町水道事業会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） 議案第１０号 平成３０年度美浜町水道事業会計補正予算

（第３号）について細部説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的収支の収入と支出の補正をお願いするものでございます。 
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 ６ページ、７ペ－ジ、収益的収入及び支出の見積基礎の収入についてご説明いたします。 

 営業外収益の雑収益２６６千円の増額でございます。これについては、一般会計から県

営農業基盤整備促進事業の負担金分として出資していただくものでございます。 

 収益的収入の補正額は２６６千円の増額で、事業収益合計は１億４２，２９３千円と

なってございます。 

 次に、８ペ－ジ、９ページ、収益的収入及び支出の見積基礎の支出についてご説明いた

します。 

 営業費用４６２千円の増額は、原水及び浄水費２６６千円の増額と総係費１９６千円の

増額でございます。 

 これらについては、県営農業基盤整備促進事業で実施されている若野頭首工改修工事に

よる負担金の追加と人事院勧告等に伴う人件費の増額及び住居手当の増額によるものでご

ざいます。 

 収益的支出の補正額は４６２千円の増額で、事業費用合計は１億３１，２１８千円と

なってございます。 

 また、１ペ－ジの第３条では、当初予算第７条の議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費として１９６千円を増額し、２１，７５９千円と定めてございます。 

 最後に、１０ペ－ジは補正後の予定キャッシュ・フロー計算書で、資金期末残高は１億

８３，８４８千円を予定してございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。２番、谷議員。 

○２番（谷重幸君） 先ほど前にもありましたけれども、この若野頭首工、この工事自体

の全体的な工事計画とかというのは目にしたことがないんですが、これは私、議員になっ

てからもずっといろいろ頭首工に関しては出てきますけれども、これは恐らくこれからも

何かしら手をつけながらやっていくんだろうというイメージはあるんですが、そのイメー

ジでよろしいですか。 

○議長（髙野正君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（大江裕君） お答えします。 

 この若野頭首工の改修事業につきましては、平成２７年度から始まっています。工事の

内容的に１期、２期という格好で分かれていまして、１期については日高川の本流をせき

とめるゲートが７カ所あるんですけれども、その７カ所について取りかえ及び改修すると

いうことが主な事業で、平成３１年度で１期地区については終了する予定でございます。

２期地区については、若野水路への取り込み口の頭首工の改修が主な事業になります。こ

れについては平成３０年度、ことしから始まる事業で、これについては平成３２年度で終

了の予定でございます。この２つの事業では３２年度で終了の予定でございますので、こ

れから大きなそういう負担金を求められる事業については、今のところ土地改良区とか関

係団体からは聞き及んでいませんので、しばらくの間はないのかなというイメージを持っ
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ています。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第１０号 平成３０年度美浜町水

道事業会計補正予算（第３号）については、原案のとおり可決されました。 

 日程第１１ 議案第１１号 工事委託契約の変更についてを議題とします。 

 本件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第１１号 工事委託契約の変更につきまして細部説明を申

し上げます。 

 平成３０年度における日高港（西川地区）漁船係留施設整備事業につきましては、平成

３０年６月議会において１億６７，０００千円の契約金額で議決いただき、同日付で和歌

山県と協定書を締結の上、委託して、物揚場における鋼矢板の製作・打設工や防波堤・取

付護岸の上部コンクリート工などの建設工事を進めてきているところであります。 

 現在、和歌山県において２件の工事が発注されており、その契約額に関しましては、あ

わせて１億５，７４４万３，４８０円でございますが、本年度の補助事業採択額を鑑み、

事業のさらなる進捗を図るため、和歌山県との間で締結している協定書中の契約金額を

４，５００千円増額し、１億７１，５００千円に変更いたしたく、地方自治法第９６条第

１項第５号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 

 補足といたしまして、工事の概要に関する資料をお手元に配付させていただいておりま

す。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） これから質疑を行います。２番、谷議員。 

○２番（谷重幸君） この工事の進め方とかはある程度理解しているつもりなんですが、

事業のさらなる進捗を図るため４，５００千円、実際４，５００千円でできることといっ

たら、かなり限られてくるとは思うんですけれども、仕組みは理解しておるつもりですが、

こういうさらに事業を進めるんやというときに、もっと大きな枠で物事は考えられないの

かどうかというところ、採択額もいろいろあるでしょうけれども、そのあたりの意見をお

聞かせください。 
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○議長（髙野正君） 産業建設課長。 

○産業建設課長（河合恭生君） お答えさせていただきます。 

 質問の趣旨からちょっと外れるかもわかりませんけれども、この現場、添付している資

料の写真のように、コンクリート構造物の解体、それから陸上掘削、水中掘削、そこで発

生した土砂の仮置き、粘性土の処分、コンクリートがらの処分、それから矢板の打設、上

部コンクリート工、最後の埋戻工というような、なかなか幾つもの工程のある工事でござ

います。現在、１億５０，０００千円程度の契約額ですけれども、和歌山県さんのほうで

いろいろ今後、受注業者さんと増額の変更契約を行い、進めていきたいという話の中で、

一方、１億７８，８９８千円、その補助事業採択額を鑑み、目いっぱい出せるところが今

回の４，５００千円であったというものでございます。 

 なお、それ以外にも、町のほうで執行しています先ほどの倉庫の解体工事、それからＮ

ＴＴ柱の２本の電柱の移設補償費が１，３００千円程度ございます。トータル的に見まし

て、結果として４，５００千円になったというところでご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから採決します。この採決は挙手によって行います。 

 本件、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第１１号 工事委託契約の変更に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。 

 まことに申しわけない。少し早いんですが、再開は１３時３０分です。 

午前十時五十五分休憩 

   ―――・――― 

午後一時三〇分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 お諮りします。 

 日程第１２ 議案第１２号 美浜町多目的室の指定管理者の指定について、日程第１３ 

議案第１３号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定については、同種の事件として一

括議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 
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○議長（髙野忠君） 「異議なし」と認めます。したがって、日程第１２ 議案第１２号、

日程第１３ 議案第１３号を一括議題とします。 

 本件については、谷議員は地方自治法第１１７条の規定に該当し除斥されますので、退

場を求めます。 

 （谷議員退場） 

○議長（髙野正君） ２件について細部説明を求めます。副町長。 

○副町長（笠野和男君） 議案第１２号及び議案第１３号について、一括して細部説明を

申し上げます。 

 議案第１２号 美浜町多目的室の指定管理者の指定についてでございますが、美浜町多

目的室の指定管理者に一般社団法人煙樹の杜を指定いたしたく、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 指定の相手方は、日高郡美浜町大字和田１１６７番地、一般社団法人煙樹の杜、理事長、

西垣哲雄氏とするものでございます。 

 指定期間は、平成３１年１月１日から平成３２年３月３１日まででございます。 

 議案第１３号 美浜町産品コーナーの指定管理者の指定についてでございますが、美浜

町産品コーナーの指定管理者に一般社団法人煙樹の杜を指定いたしたく、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

 指定の相手方は、日高郡美浜町大字和田１１６７番地、一般社団法人煙樹の杜、理事長、

西垣哲雄氏とするものでございます。 

 指定期間は、平成３１年１月１日から平成３２年３月３１日まででございます。 

 以上で細部説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（髙野正君） ２件一括して質疑を行います。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今の細部説明を聞かせていただきまして、我々議員という立場か

ら地方創生というものがありまして、その経緯の中でここに一般社団法人の煙樹の杜とい

うところに指定管理をお願いするという、これはわかります。そういう施設をつくったの

もわかります。しかし、その中からどういう経緯をもってこの煙樹の杜というところに管

理を委託するのか、そこら辺の経緯というのが全くわからないんですけれども、どういう

経過を経てここにお願いしたのかというようなことの経緯について説明をお願いできます

か。できたらちょっと全員協議会か何かを開いて、ここら辺のことを、こんな経緯でこう

なりましたという前置きというか、あったらわざわざここで説明を聞く必要はないんだと

思うんですが、いきなりここにしますというのでは、ちょっと我々も理解しかねますので、

ひとつよろしくお願いします。 

○議長（髙野正君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（大星好史君） お答えいたします。煙樹の杜に対して指定管理をお願い

する、ここまでの経緯ということでございます。 

 まず、議員おっしゃられるように地方創生の事業が始まりまして、協議会を結成いたし
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まして、合計８回の協議会を開催しております。それで協議会の中から、具体案検討部会

という部会がございまして、その中から第５回協議会で初めて法人化の話が出ております。

そこで法人化を行って運営を担っていきたいというようなことで協議会のほうへもお話が

ありまして、その後、協議会の副会長であります西垣氏を中心に、一般社団法人煙樹の杜

というのを設立いたしました。それで１２月に指定管理の申し込みを受け付けた次第でご

ざいます。これにつきましては、美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例の第２条の中の第２項の１に該当すると考えてございます。２項の１というのは、地

域性が高いため、地域住民組織の指定が適当と認める場合というのがございますので、そ

この条例に従いまして提出書類を審査した結果、一般社団法人煙樹の杜に指定管理をお願

いいたしたく考えております。 

 以上でございます。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今の課長の説明よくわかるんです。しかし我々が何を不安に思っ

ているかというと、一番最初から申しましたように、地方創生というのは、いわゆる国の

アベノミクスというローカルアベノミクス、そういう目的でできたという目的もよくわか

ります。今、そういう話は、もう百も承知であります。そんな話はしませんけれども、そ

れで町長がこういう方向で地方創生を進めたい。よくわかります。議員として誰一人反対

する人はおらなかったと思います。そして今言う協議会云々つくって、西山さんをお招き

してこういう計画を進めていった。そのことには何の異論もございません。ちゃんとパ

フォーマンス、キーパフォーマンスインジケーター、こういう行動を行いますよ、キー

ゴールインジケーター、こういう結果を残しますよということはちゃんとそちらのほうで

出してくれているんで、我々議員として何らその至りつくゴールというものに文句は持っ

ておりません。異論も持ってございません。そのとおり行くのでしたら。でも一番最初か

ら今までをずっと議員という立場で見せてもろうてたら、住民の方、またこうやってかか

わる方に非常に苦労させるだけで、本当にそのキーゴールまで至りつけるのかなと、その

点を非常に疑問に思っている。ですから今の質問も、１００％町長を信じ、我々として異

論を申し上げるつもりはないんですけれども、ただ、見ていたら、これうまいこといくん

かいよ、この人らに苦労さすだけ違うんかいよ。賛成するとしたら町長を信じてしか手を

挙げられへん。内容は全然わからないんでね。そこら辺の心情というものを、こうします、

ああします、こうしますと言うんですけれども、現実的にこれ、人口の増加にまで至る可

能性というのがあるんですか。 

 ローカルアベノミクスというのは、東京一極集中云々ということからして、本当にこの

場に職場をつくって人口をふやすというのが目的でしたよね。この中から本当に見えるん

ですか。それ以上細かいことを聞いたからというて、それは答えようもないし、今まで

やってきたことはできるんですけれども、実際問題、これ町長に聞いてもええと思う、答

えてもうたら一番ということで、本当に自信持って、我々は町長を信頼して手を挙げさせ
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てもらってよろしいのかどうかという、この１点だけきちっとご答弁願いたいと思います。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） 田渕議員にお答えいたします。 

 私どもまちのほうも、この煙樹の杜という形の中で、必死になって今、闊歩しながら、

議員がおっしゃるとおり心配やよということを、本当打開しながら今後ともやっていきた

いなと思ってございます。 

 それと、地方創生という形の中での人口というような形、それは議員と私自身も一緒で

ございます。本当厳しいということも私自身も認識もしてございます。その辺につきまし

て、危惧するところは全くないんかということで言えば、危惧もございます。ただ、やは

り前向きに進んでいかざるを得ないというのが私の現在の心情でございまして、その辺に

関しましてどうかご理解を賜りたいなと、このように思ってございます。 

 少し余談というような形になるんですけれども、和歌山県の推計人口ということで、先

般もちょっと印南町で人口等々ということも載っておったかと思うんですけれども、本当

美浜町も海岸沿いの町ということで厳しいのが現実、現状でございますが、平成３０年の、

だから昨年の１０月１日現在の千人当たりの出生率ということで言えば、本当皆様方の頑

張りの中で、出生率が和歌山県３０市町村の中で、３年前が１９番目、そして昨年が１０

番目、そして本年、出生の千人当たりの人口ということで言えば２番という形に現時点で

なってございますので、これに本当あぐらをかくんじゃなくて、今後もそうなんですけれ

ども、人口とかその辺も含めた中で頑張ってまいりたいなと、このように思いますので、

どうかご支援よろしくお願い申し上げたいなと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） ９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） 今の町長の基本的なご発言、理解します。信じて賛成させてもら

いたいと思うんですけれども、賛成討論じゃありません。しかし、ここから３年、４年、

予算の切れ目が縁の切れ目。町の財政から財政を持ち出さないかん。そんなことは夢、夢、

ないんですよね。私、９月に質問したのは、この地方創生で、今のは５年間の集大成で、

また新しい予算をもらいに行くために東京に行く、これを展開するために。そういう時期

なんですよ、今。でも我々の持っている不安は、今までしてきたことを、ここから先どん

なにいくんよ、これうまいこといくんかいうて。本当のローカルアベノミクスってそんな

ことじゃなくて、これが基盤になって次から次へ幾らでも発想者やら国は出しますよと言

うてくれているんですよ。それが本来の地方創生のはずなんですよ。ですから、ここ２年、

３年になって、よもや一般会計から繰り出すというような、そんな心配はないんですよね。 

 それと、いま一つ、町長が今言ってくれましたように、美浜町が２位というのは、非常

にある一面から見たら喜ばしいことで、町長もおっしゃられたように、あぐらをかくこと

のないようにしますというのも当然です。でも、これだけは、その数字の中でご理解して

いただきたいのは、和歌山県というのは、もっと過疎、我々よりも条件の悪いところが多
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いんですよ。自然にこの形は出てくると思います。まだ、多分、市と町の中では、美浜町

は一番コンパクトシティ化されておりますので、その数字のトリックだけで２位になった

から安心だというふうな、確かに喜ばしいことなんですよ。でも、それで２位だからとい

うことを余り胸張って言わんほうが、僕は今後のためにいいと思いますので、一言私の見

解をつけ加えておきます。今申しましたように、くどいようですけれども、ここ何年から

後で予算つぎ込むというような、そんなくだらん心配をしてくれるな、そういうしっかり

とした一言をいただきたいと思います。 

○議長（髙野正君） 町長。 

○町長（森下誠史君） これからということで、本当、緒についたところでございます。

その方向で、議員のおっしゃることも当然でございますし、私自身もそのつもりで、その

気持ちの中で今後とも取り組んでまいりたいなと、このように思ってございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 今、町長が、２年後以降ぐらいに、まちから入れることのないよ

うにというふうなご発言いただいて、そうであれば非常にうれしいなと思っている次第で

すが、去年ですか、全協の折に、パートの人の給料、時給幾らなんとかという話を聞かせ

ていただいた折に、当時２，３００円ぐらいの給料を払っていると。多いときには３０万

円を超えるような給料をパートの方が取っていたというような事例があったかに思うんで

すけれども、その辺のところ、議員としては予算執行において賛成はさせていただきまし

たが、その執行の中身というのは全然見えてないんです。そういうふうに伺って、やっと

出てくるようなことなので、これをこっちから聞かんでもちゃんと出てくるようなシステ

ムであるとか、何らかそういうものが、ここへきて指定管理者というような形になってき

たので、ちょっと時限的には遅いのかなと思うんですけれども、その辺のところを、町長

としては、もうちょっとつまびらかにしていただけるような考えみたいなものはどうで

しょう。ないですか。 

○議長（髙野正君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（大星好史君） お答えいたします。 

 なかなか見えにくいやないかというようなお話でございますけれども、私、防災企画に

なりまして、この地方創生につきましては、議会が終わる、また議会が始まるごとにいろ

いろと説明させていただいているつもりでございます。執行状況につきましても、２９年

度の実績、また２９年度の繰り越しの決算であったり、３０年度の予算案であったりとい

うような説明をさせていただいているつもりでございます。これでは足らないよというこ

とであれば、またご指摘いただいたらというふうには思っておりますけれども、私といた

しましては、できる限り説明させていただいているというような認識でございます。 

○議長（髙野正君） ３番、碓井議員。 

○３番（碓井啓介君） 今、課長おっしゃられたように、いろいろ教えていただいている
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ところはたくさん、多々あると思うんですけれども、例えば先ほどお伝えさせていただい

た時給が云々とかというのは、これはもう全然出てきてなかった話で、和歌山県が時給

８００円を切っているという時点で２，３００円の時給、いかがなものかというのは普通

に思うんですけれども、それが決まった折の根拠を何ですかと聞いたら、協議会で決まり

ましたというふうなご発言だったんです。だから協議会で決まったことに対して、議員と

してはとやかく言うところにないんですけれども、それは協議会で決まりました、一般の

方が８００円という時給でやっているところを２，３００円でやっていますというのを、

はい、そうですかと言わなならない議員というのを、ちょっとこの辺で私もしっくり腑に

落ちないところがあるんです。ですから、その辺のところをもうちょっと腑に落ちるよう

に、なかなか難しいとは思うんですけれども、していただけたらと思うんですけれども、

どうでしょう、その細かいところというのはもうなしで、上のところをさっとというよう

な格好でいくんでしょうか。 

○議長（髙野正君） 防災企画課長。 

○防災企画課長（大星好史君） お答えいたします。 

 時給の話はございますけれども、今後、一般社団法人のほうでお認めいただいて指定管

理をしていくようになれば、今までもそうですけれども、できるだけ細かいところまで資

料提示というのはしていきたいというふうに考えておりますので、ご理解よろしくお願い

します。 

○議長（髙野正君） ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野忠君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第１２号について討論を行います。ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野忠君） 続いて、議案１３号について討論を行います。９番、田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） １２号議案も同様の賛成の意でございますけれども、本当に、今、

碓井議員も言われましたように、この地方創生始まっての経過の中で、議員というのは非

常に疑問を持つというか、不安を持っております。これでスタート地点に立てるというこ

となんです。そのスタート地点に立つに当たって、私は随分と厳しく、町長に頑張れるん

かと。我々、細かいところはやっぱり開示できない部分もあるし、いろんな些末の事柄が

たくさんあり過ぎて説明がつかないこともあります。だから我々としては不安を抱えてい

ますけれども、町長が頑張ってやっている、これでいけるんやと、その一言を信じて賛成

討論といたします。 

○議長（髙野正君） 反対討論ありませんか。 

○議員 「ありません」 

○議長（髙野正君） これで討論を終わります。 

 これから議案第１２号について採決します。この採決は挙手によって行います。 
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 議案第１２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第１２号 美浜町多目的室の指定

管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第１３号について採決します。この採決は挙手によって行います。 

 議案第１３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

○議員 （挙手多数） 

○議長（髙野正君） 挙手多数です。したがって、議案第１３号 美浜町産品コーナーの

指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

 谷議員の入場を許します。 

 （谷議員入場） 

○議長（髙野正君） 日程第１４ 議員派遣の件についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、地方自治法第１００条第１３項及び美浜町会議規則第１２８

条の規定によって、お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定することにご異議

ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（髙野正君） 「異議なし」と認めます。したがって、議員派遣の件については、

お手元に配付しています議員派遣の件のとおり決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午後一時五十三分休憩 

   ―――・――― 

午後一時五十四分再開 

○議長（髙野正君） 再開します。 

 お諮りします。 

 ただいま、各委員長から、各委員会の閉会中の継続審査及び調査について申出書が提出

されました。 

 これを日程に追加し議題にしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（髙野正君） 「異議なし」と認めます。したがって、各委員長の閉会中の継続審

査及び調査についてを日程に追加し、追加日程第１５として議題とすることに決定しまし

た。 

 追加日程第１５ 各委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題とします。 

 各委員長から、目下、委員会において審査及び調査中の事件について、会議規則第７５

条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり閉会中の継続審査及び調査の申し

出があります。 
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 お諮りします。 

 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることにご異議ありま

せんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（髙野正君） 「異議なし」と認めます。したがって、各委員長からの申し出のと

おり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定しました。 

 ここで、各委員会の委員長から委員会の状況について発言を求められていますので、こ

れを許可します。 

 まず、総務産業建設常任委員長から、委員会の状況について発言を求められていますの

で、これを許します。碓井委員長。 

○総務産業建設常任委員長（碓井啓介君） 委員会調査報告させていただきます。 

 本委員会が継続審査の申し出をしている調査事件について、会議規則第４７条第２項の

規定により調査結果を報告します。 

 １件目。調査事件。西川河川改修について。 

 ①として調査の概要。和田不毛など西川流域の冠水被害対策は、本町の長年の懸案事項

であり、担当課からも毎年報告を受けている。委員会において、平成３０年６月にポンプ

による排水で成果を上げている静岡県磐田市に行政視察に行ってきました。また、平成

２９年度から河川改修工事も始まっています。 

 なお、河川改修工事はまだ始まったばかりで、今後も注視していきたい。 

 調査の結果。継続調査とする。 

 ２件目。調査事件。保安林の保護育成について。 

 調査の概要。毎年、担当課より、煙樹ヶ浜における松くい虫被害状況、また保安林関係

主要事業が報告されています。被害状況としては、ここ数年、被害本数の大きな変化はあ

りませんが、煙樹ヶ浜の松林は本町にとって大切な防風林でありシンボルです。今後も最

大限に関心を寄せていきたいと思います。 

 調査の結果。継続調査とする。 

 ３件目。調査事件。美浜海岸の浸食現象及び災害対策について。 

 調査の概要。毎年の担当課からの報告によると、美浜海岸全体としては、大きな汀線の

変化はなく安定している面もあるが、部分的に土量の減少が見られるところもある。委員

会としても、平成２８年、３０年に北陸地方と静岡県に海岸浸食、防潮対策、津波対策を

目的とした行政視察に行ってきました。浜ノ瀬地先の越波被害については、パラペットの

かさ上げ工事が始まっており離岸堤の計画も進んでいますが、昨今の気象変動によるもの

か、越波被害が美浜海岸全体に広がってきているように思われるので、これからも注視し

ていきたい。 

 調査の結果。継続調査とする。 

 ４件目。地方創生について。 
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 調査の概要。担当課に経過報告を求めるとともに、不定期に行われた協議会に傍聴とし

て出席し調査を行った。地方創生事業は現在進行中であるが、不安定な要素も多く引き続

き注視していきたい。 

 調査の結果。継続調査とする。 

 請願について。 

 １件。ひまわりこども園における防災対策に関する請願書。 

 処理顛末。平成２８年１２月１６日、本会議において採択。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 次に、文化厚生常任委員長から委員会の状況について発言を求めら

れていますので、これを許します。龍神委員長。 

○文化厚生常任委員長（龍神初美君） 委員会調査中間報告をさせていただきます。 

 本委員会が継続審査の申し出を申請している調査事件について、会議規則第４７条第２

項の規定により、調査結果及び中間報告をいたします。 

 １、学校教育について。 

 調査の経過。平成２９年１月２３日、松洋中学校へ課題解決に向けた主体的、協働的な

学びの推進事業委託の取り組み及び武道館の非構造部材耐震改修工事である吊り天井撤去

後の現地調査と、平成３０年２月８日、松原小学校へ授業参観と共育ミニ集会の視察調査

の計２回の調査を行いました。 

 調査の概要。課題解決に向けた主体的、協働的な学びの推進事業委託の視察は、県の事

業のモデル校になり、本町が取り組んだわけですが、どのような取り組みかの調査を行い

ました。内容は学力向上を目的とした放課後授業でした。また吊り天井撤去後の武道館も

視察できました。 

 松原小学校の授業参観では、各学年それぞれ趣向を凝らしたテーマで、調べたことの発

表や楽器演奏など準備された課題を視察。また共育ミニ集会では、「スマホ・ケータイ安

全教育」と題し、４・５年生、保護者、地域の方や教職員等々を対象にＮＴＴドコモより

講師を招いた講演を視察しました。これらの調査から、近年の環境の変化による課題や施

設面の問題点などいろいろ浮かびあがる中、学校教育の更なる充実と発展に今後も取り組

んでいく必要があると考えます。 

 ２番目に、ひまわりこども園について。 

 調査の経過。平成２７年１２月１０日、給食の試食調査を目的とした訪問調査と、平成

２９年６月２７日、民間の外国人講師による英語教育の視察調査の計２回の調査を行いま

した。 

 調査の概要。子どもたちが日ごろどのような食事や園生活をしているか、栄養面、衛生

面、施設面などを視察しました。食事は、肉類や野菜などバランスがよく、子供でもおい

しく食べられるように工夫がされており、施設面では、調理場や調理作業も衛生に気配り

されていました。 
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 また、平成２９年５月から取り組んだ４・５歳児を対象とした生きた英語教育は、本町

の念願の取り組みで、子ども達の反応も心配でしたが、すぐに先生や英語になれたようで、

元気いっぱいに取り組んでいる姿を視察することができました。園ができて１０年を迎え、

教育の内容や施設面ではいろいろな改善もされつつある中、衛生面や感染症、人事面等々、

今後も調査していく必要があると考えます。 

 ３つ目、介護保険について。 

 調査の経過。平成３０年７月１０日、福祉保健課より介護予防による地域づくりを学ぶ

行政視察研修の事前勉強会を行い、平成３０年７月１８日から２０日、岡山県津山市、高

知県高知市、兵庫県洲本市で行政視察調査を行いました。 

 調査の概要。介護予防の先進地におけるいきいき百歳体操の取り組みを通して、介護予

防による地域づくりの現状を学び、本町の充実を図ることを目的とした視察研修を行いま

した。各地の継続支援策や地域づくりの取り組み、自立支援、重度化防止を目指した地域

ケア個別会議の取り組み状況などを学び、住民主体の取り組みがこの事業の原動力になっ

ていることを改めて認識しました。いきいき百歳体操は、健康づくりだけにとどまらず、

高齢者の憩いの場として新たな地域づくりの拠点へと展開しています。本町におけるいき

いき百歳体操のさらなる充実と継続とともに、力強い介護予防による地域づくりへの発展

を、委員会として今後も継続して調査をしていく必要があると考えます。 

 以上３件につき、いずれの件も継続審査を希望します。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 次に、議会広報特別委員長から委員会の状況について発言を求めら

れていますので、これを許します。谷委員長。 

○議会広報特別委員長（谷重幸君） 委員会審査中間報告。 

 本委員会が継続調査の申し出をしている調査事件について、会議規則第４７条第２項の

規定により、中間調査経過を報告します。 

 特別委員会は、常任委員会とは異なり、特定の付議事件の審査・調査のためにその都度

設置され、議会の議決により付議された事件を審査・調査することを目的とされるもので

あります。 

 広報特別委員会では、継続審査の申し出として「議会広報について」を事件とし、主と

して議会だよりの発行を目的としているものであります。過去にさかのぼりますと、広報

特別委員会が設置されたのは、平成２０年の第１回定例会となっております。また、その

前身であります議会だより編集委員会が結成されたのが、昭和５８年１２月とのことであ

ります。その当時から数えると、議会だより１３３号までの発行を現在まで行ってきてお

ります。また、ホームページによる情報公開も行っているところではあります。しかしな

がら、そのあり方は、今後、一考を要するものであると認識しております。 

 広報特別委員会の活動としてホームページに関して報告するものはありませんが、平成

３０年６月より、議長権限ではありますが、会議録の公開をホームページ上で行っている
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ところであります。また、主な活動である議会だよりにおける編集作業では、見やすく伝

わるための工夫や写真の掲載等、興味を引く工夫などもこれまで行ってきているところで

あります。しかしながら、一部構成など改良を行ってきているところではありますが、全

体的な構成は長年変わっておらず、今後、全体的な構成から見直す必要性もあるものと考

えております。 

 さまざまな時代背景の中で、住民が求める情報、また議会が広報として出す情報の役割

にも変化があるように感じております。また、この４年間において、毎年東京で開催され

る町村議会広報研修会への参加もしてまいりました。研修では、広報としての役割やその

あり方、また伝える為の工夫や編集や構成の考え方など、毎年開催されるコンクールでの

表彰作などを参考に多くの講義を受けてまいりました。これまでも多くのことが、我がま

ちの議会だよりにも反映され、文章一つを考えることからしても、多くのものが参考にさ

れているものであります。研修については、より広い視点に立って議会広報を考える上で、

先進地の視察や、新たな形で広報について学ぶ機会を模索していく必要が、今後、より出

てくるのでは感じております。 

 広報において、「開かれた議会」という大きなテーマを考える中に、議会と住民をつな

ぐ大切なツールとして、議会だよりもその一端を担う役割があると考えますが、議会だよ

りのみならず、あらゆる形で広報の役割は今後増していくものと感じております。さまざ

まな時代背景の中に、広報の考え方、また必要な情報、その質を含め、より研さんを重ね、

情報のあり方について今後考えていく必要があると考えております。 

 以上、議会広報特別委員会の委員会審査報告といたします。 

○議長（髙野正君） 次に、地震・津波対策特別委員長から委員会の状況について発言を

求められていますので、これを許します。北村委員長。 

○地震・津波対策特別委員長（北村龍二君） 委員会調査中間報告をさせていただきます。 

 本委員会が調査の申し出をしている調査事件について、会議規則第４７条第２項の規定

により、調査結果及び中間報告をします。 

 １つ目、東北地方視察研修について。 

 調査の経過。平成２７年１０月２８日、２９日、３０日に大船渡市、陸前高田市、気仙

沼市、南三陸町、名取市に視察研修。 

 調査の概要。実際の現場を目の当たりにすると自然の脅威は恐ろしく、復旧・復興には

かなりの時間と労力と資金が必要。行政も麻痺し手がつけられない状況と聞く。被害を未

然に防ぐことも重要であると考える。 

 ２つ目、緊急離着陸場立地条件の検討及び松原地区高台津波避難場所について。 

 調査の経過。平成２８年２月１５日に防災企画課からの報告説明を受けた。 

 調査の概要。三尾地区における孤立を防ぐための策として、緊急離着陸場の立地条件の

検討報告と、松原地区高台津波避難場所の整備に関する経過と今後についてお話をお聞き

しました。 
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 ３つ目、松原地区高台現地調査について。 

 調査の経過。平成２８年５月１５日、松原地区高台現場にて現地調査。 

 調査の概要。高台現場での完成間近の状況を視察、防災企画課より説明を受けた。今後、

この高台の完成により津波被害から命を守る事ができる実感が湧くと同時に、新たに今後

建設される高台や資機材の検討内容にもつながると思います。 

 ４つ目、熊本県、福岡県視察研修について。 

 調査の経過。平成２９年７月３１日、８月１日、２日に熊本県益城町、南阿蘇村、熊本

市、久留米市、福岡市に視察研修。 

 調査の概要。熊本地震による現在の影響と現状、復旧・復興状況について現地説明と避

難場所運営の状況を課題についてご教示いただきました。 

 ５つ目、陸上自衛隊信太山駐屯地視察について。 

 調査の経過。平成３０年１１月７日に陸上自衛隊信太山駐屯地視察研修。 

 調査の概要。大規模災害に自衛隊としてどのような対応をしていただけるのかをご教示

いただき、また、どのような装備品を用いて災害派遣をしていただけるのかをご教示いた

だきました。安心して我々が日々生活できるのは、このような方々のバックアップがある

からだと改めて実感させていただきました。 

 以上、調査の結果、今後も引き続き調査を必要とします。 

 以上です。 

○議長（髙野正君） 最後の議会ということで、私のほうから一言申し上げます。 

 本当にこの２年間、つたない議長でありましたが、不信任案も出されず何とかやってこ

られました。谷副議長を初め同僚議員の皆様方の温かいご配慮、またご指導、また時には

井田局長のほうからいろんな細かいことを調べていただいたりしております。そうしたお

かげで何とか、まだまだ任期はありますが、このまま任期を終えそうなので、本当にあり

がとうございました。また来期お会いできれば、またご勇退される議員もおられますが、

仲よくやりましょう。（拍手） 

 ここで、田渕議員から発言を求められていますので、これを許可します。田渕議員。 

○９番（田渕勝平君） この議場を去り行く者として発言の機会を与えてくださいまして、

まことにありがとうございます。一言、御礼も兼ねて申し上げさせていただきたいと思い

ます。 

 １９９５年、あの阪神・淡路大震災がちょうど私の１期目の告示の早朝でございました。

それまで私たちの世代というのは、皆さんも以前に聞いたことがあろうかと思いますが、

「戦争が終わって僕らは生まれた。戦争を知らない子どもたち」という、何かグループの

方が歌っておられたような歌がございましたけれども、まさしく戦争が終わって私たちは

生まれました。そして歩き始めて、歌詞にありますように、そして大人になって歩き始め

ました。考えてみてください。今の時代と随分と違います。結果、ジャパン・イズ・ナン

バー１、そういうことがよく言われました。また１億総中流と言われました。ある意味で
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非常に幸せな時代を送らせていただきました。 

 そして、この議場に赴く少し前、１９８９年でしたか、２９日の東証の大納会で

３８，９００円でしたか、異常な最高値で終わったのが明けの発会で大暴落をいたしまし

た。あのバブル崩壊のきっかけ。そして今申しました１９９５年のあの阪神・淡路大震災

であります。この議場に寄せてもらうに当たりまして、非常に幸せだった私のようななま

くら者が、地方自治というものはそんなに簡単なものじゃないんだよ、甘いものじゃない

んだよ。本当に心構えというか、心してかからねばいけないという気概を育ててくれた一

つのきっかけになったように思います。 

 さて、それからの二十数年でございます。この間の中西議員のご発言にもございました。

今、日本は ОＥＣＤで貧困率が第６位でございます。ひとり親家庭の中で悲しい記録で

はありましょうが１位でございます。先ほど町長とも話しましたように、今の時代、これ

からの時代、人口減少に起因するインフラの整備も含めて、私が去り行く者としては非常

に職員の方々、また議員の皆様に大きな問題、大きなお願いをして去っていく者、そのよ

うなものだなと深く感じております。 

 そこで、今から１７０年か８０年前にイギリスのジェームス・ブライスという議員がお

られました。政治学者でありました。その方が、皆さんもよくご存じのように、「地方自

治は民主主義の学校である。そして成功のよき保証人である」という言葉がございます。

国の政治が偉くて地方が小さくてつまらんのではなく、最も身近な団体を民主的に運営す

ることができたら、民主国家を手に入れる可能性が高くなるであろう。この本当にこれか

ら迎える大変な時期に、我々が信じて望むべきことは「地方自治は民主主義の学校であ

る」、この一言だと感じております。 

 しんどい問題を皆様にお願いして去っていくということは、ある意味で非常に無責任か

と思いますが、一住民として、今後、皆様方のご活躍を期待、また私にできることは何な

りと応援させていただく所存でございます。２０年間この議場に世話になりましたことを

皆様に深く御礼申し上げて、私のやめていく、去っていく者の挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（髙野正君） 次に、中西議員から発言を求められていますので、これを許可しま

す。中西議員。 

○１０番（中西満寿美君） 私は、このような貴重な時間をいただくのは悪いなと思いま

して、一般質問のときに引退のご挨拶を申し上げたんですけれども、きょうはまたこんな

時間をいただきましてありがとうございます。 

 私は６５歳のときに立候補いたしました。ところが、その６５歳のときといいますけれ

ども、４０年近く、朝、家を出て、夜、帰ってくる、こういうような生活を続けておりま

したので、町政のことはもちろん、地域のことも本当に何も知らない、そういうふうな状

況の中での立候補でございました。前任の方がお母さんの介護が必要になったということ

でお話が来まして、私にできるかなと思って、何とか引き受けさせてもらって、皆さんの
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ご支持をいただいて当選させてもらったんですけれども、本当に何にも知らない中で大変

でございました。それでも、この前も申し上げましたように、さまざまな方々からいろん

な教えをしていただきまして、育てていただきまして、本当に１２年間ありがとうござい

ました。 

 先ほど、田渕議員が退任のご挨拶の中で、地方自治、民主主義ということを言われまし

たけれども、私は、今回の臨時国会を見ていて、本当に日本の民主主義というのはどう

なっていくんかなと。町議会は民主主義であると思いますが、国会、本当に私たちが手本

としなければならない国会のありさま、何ということかと非常に情けなくなったわけです

が、やはり国会というのは町会だけと違って、私たち有権者、主権者がやっていくもので

すから、本当に民主主義、地方自治というものを実現できるように、退職をいたしまして

も地域で頑張っていきたいなと思っております。 

 町政に対してはどのようなことをやったかと、本当に恥ずかしい限りでございますが、

私にとってはこの経験、１２年間の経験、非常にいい経験をさせていただきました。とい

いますのは、６０を超えて勉強をする、誰かに何かを教えてもらう、こういうチャンスは

なかなかありません。ぼーっと過ごしていったら年金をもらっていいわけなんですから。

ところが、こういうチャンス、多くの人からいろんなことを教えていただく、またみずか

らもいろんなことを勉強していく、こういう経験をさせていただきましたこと、そして皆

さんにいろいろとお世話になりましたことを最後にお礼申し上げて、退職というか、これ

で議員をやめさせてもらう挨拶といたします。本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（髙野正君） 引き続き、町長から発言を求められていますので、許可します。町

長。 

○町長（森下誠史君） 議長のお許しをいただき、一言お礼を申し上げます。 

 まずは、本定例会の議案全てにつき慎重審議をしていただき、そしてご承認を賜りまし

たこと、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本日が任期の最終定例会でございます。議員の皆様方には大変お世話になり、あ

りがとうございました。 

 私事で恐縮ですが、平成２３年２月に町長選挙ということで初当選させていただきまし

て、「感動のみはまは笑いと元気から」をスローガンに、美浜の課題に無我夢中で走って

まいりました。その中で議員の皆様方にはとても支えていただき、そして教えていただい

た年月だったなと、このように認識してございます。時には厳しい議論、そしてご指摘を

いただきながら少しずつ成長できたのではないかなと、このように感じてございます。ま

た、町民の皆様方にもたくさんご指導、そしてご助言をいただきまして、意見を交わして

歩んでまいりました。そして何よりも職員の皆様には随分とご苦労をおかけしました。皆

さんの協力があってのことでございます。本当にありがとうございました。 

 結びに、皆様のご健勝、そしてご多幸をご祈念申し上げ、私の挨拶といたします。本当

に皆さん、ありがとうございました。（拍手） 
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○議長（髙野正君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これで本日の会議を閉じます。 

 平成３０年美浜町議会第４回定例会を閉会します。 

午後二時三〇分閉会 

 お疲れさまでした。 


